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６月定例会
６月３日～　　
　　６月17日

● 
昨
年
度
に
引
き
続
き
要
件
を
満
た
す
方
は
介
護
保
険

料
が
安
く
な
り
ま
す

大
崎
町
介
護
保
険
条
例
の
一
部
改
正

　
介
護
保
険
法
施
行
令
及
び
介
護
保
険
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す

る
政
令
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
第
１
号
被
保
険
者
（
65

歳
以

上
）
で
第
１
段
階
か
ら
第
３
段
階
の
保
険
料
に
つ
い
て
軽
減
が
実
施
さ
れ
ま

す
。
昨
年
10

月
か
ら
の
消
費
税
率
10

パ
ー
セ
ン
ト
へ
の
引
き
上
げ
に
あ
わ
せ

て
、
令
和
元
年
度
の
保
険
料
軽
減
に
加
え
令
和
２
年
度
の
保
険
料
を
更
に

軽
減
す
る
も
の
で
す
。

● 

肉
用
牛
特
別
導
入
事
業
の
基
金
の
額
を
改
め
ま
す 

大
崎
町
肉
用
牛
特
別
導
入
事
業
基
金
条
例
の
一
部
改
正

　
本
基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
を
、
基
金
に
繰
り
入
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
基
金
の
額
を
左
記
の
と
お
り
改
め
る
も
の
で
す
。

　

変
更
前
金
額　

１
６
６
４
万
６
６
４
２
円

　

変
更
後
金
額　

１
６
６
６
万
４
８
５
６
円

● 

デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
、
行
政
手
続
き
の
利
便
性

の
向
上
や
行
政
運
営
の
簡
素
化
・
効
率
化
な
ど
を
は

か
り
ま
す

大
崎
町
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
条
例
の
一
部
改
正

　
デ
ジ
タ
ル
関
連
法
令
が
改
正
さ
れ
、
本
条
例
が
準
用
す
る
行
政
手
続
き
等
に
お

け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
名
称
及
び
条
項
の
変
更
に
伴
い
、

本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
て
、
行
政
手
続

き
な
ど
の
利
便
性
の
向
上
や
行
政
運
営
の
簡
素
化
・
効
率
化
を
は
か
る
も
の
で
す
。

● 
本
町
の
産
業
振
興
促
進
計
画
が
国
に
認
可
さ
れ
、
固
定

資
産
税
の
不
均
一
課
税
の
対
象
業
種
が
拡
大

大
崎
町
半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
産
業
開
発
促
進
条

例
の
一
部
改
正

　
半
島
振
興
法
に
基
づ
く
本
町
の
産
業
振
興
促
進
計
画
が
、
本
年
４
月
に

国
に
認
可
さ
れ
、
計
画
に
基
づ
く
固
定
資
産
税
の
不
均
一
課
税
の
対
象
業
種

に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
は
工
場
と
旅
館
の
み
だ
っ
た
も
の
が
、
新
た
に
情
報

サ
ー
ビ
ス
事
業
所
、
情
報
通
信
技
術
利
用
事
業
所
、
農
林
水
産
物
等
販
売

所
も
対
象
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

６月定例会で審議された議案の審議内容（抜粋）

介護保険料の年間比較表

段　　階 年 額 保 険 料 備　　　考

第１段階 ２９，２５０円  ⇒  ２３，４００円

保険料軽減対象第２段階 ４８，７５０円  ⇒  ３９，０００円

第３段階 ５６，５５０円  ⇒  ５４，６００円

第４段階 ７０，２００円

第５段階 ７８，０００円 基　準　額

第６段階 ９３，６００円

第７段階 １０１，４００円

第８段階 １１７，０００円

第９段階 １３２，６００円

　委員を同意委員を同意
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